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　もりぐち児童クラブ入会児童室は、平成29年11月に
公表した「もりぐち児童クラブ入会児童室民間委託によ
るサービス拡充プラン」に基づき、平成31年4月から事
業運営を民間事業者に委託することにより、開設時間の
延長を主とするサービス拡充を図ります。その委託事業
者を選定するため、公募型プロポーザル方式を実施し、
平成30年3月に設置された外部委員からなるプロポーザ
ル選定委員会の厳正な審査を通じて選定された事業者
と、本年8月に契約を締結しました。
　ついては、平成31年4月より、開設時間を延長するこ
となどから、入会児童室の開設区分と利用者負担金を次
のとおり改定します。
　なお、もりぐち児童クラブには、「入会児童室」とは別
に、1年生から6年生までの児童および3歳以上の幼児（保
護者など同伴）を対象とした自主的な遊びの場である「登
録児童室」があり、無料で利用できます。
［開設区分］
　開設時間を延長することに伴い、現在の17:00を境と
した利用状況などを踏まえ、平成31年4月より月曜日か
ら金曜日までの開設の「基本開設」は17:00までとし、17:
00以後の利用を希望される人を対象に、新たに19:00
までの「延長開設」を新設しました。
［利用者負担金］
　平成31年4月から改定する利用者負担金については、
基本開設が月額4,900円、延長開設が月額500円となり、
現行と同額で19:00までの延長開設を含む全ての開設時
間を利用できます。また、17:00までの基本開設のみの
利用であれば、現行から月額500円の引き下げとなりま
す。
　なお、土曜日開設は、開設時間を延長しますが、現行
と同額のままとし、変更はありません。

［サービス拡充］
　平成31年4月からの開設時間の延長を主とするサービ
ス拡充は次のとおりです。

その他の取り組み内容
①巡回指導の実施
　巡回アドバイザーが各入会児童室を定期的に巡回し、
支援員などに対して教育および指導、助言を行うととも
に、入会児童室の運営調整を実施します。
②入退室管理システムの導入
　児童の入退室時刻などを保護者の携帯電話などにメー
ルで通知できる入退室管理システムを導入します。
　なお、本システムの利用に関する負担金（メールなど
の受信にかかる通信料を除く）はかかりません。
③連絡専用携帯電話の設置
　保護者が連絡を取りやすい環境とするため、連絡専用
の携帯電話を設置します。
④親子参加型行事の開催
　保護者参加型の行事として、親子親睦会、発表会、お
別れ会を開催します。
⑤テレビ・DVD デッキの設置
　日々の遊びや学習支援に活用するため、テレビ・DVD 
デッキを各入会児童室に設置します。
⑥子ども意見箱の設置
　児童の意見・要望を把握するため、各入会児童室に「子
ども意見箱」を設置します。
⑦保護者会行事との連携
　現在、保護者会で開催されているわんぱくオリンピッ
ク、夏期キャンプ、遠足が引き続き保護者会として実施
される場合は、安全面に十分配慮し、連携して実施しま
す。
⑧現パートナーの優先雇用
　現在、市が運営する入会児童室に従事する指導パート
ナーなどのうち、民間委託後も引き続き従事しようとす
る転籍希望者は必ず雇用すると事業者が示した決定方針
を、誠実に履行いただきます。
備 詳細は、市ホームページの放課後こども課のページに
掲載している「もりぐち児童クラブ事業入会児童室業
務委託特記仕様書【主な概要】」をご覧ください。

もりぐち児童クラブ事業入会児童室
問放課後こども課 ℡06-6995-3160

開設時間延長と利用者負担金の改定（平成31年度～）

平成31年3月まで（現行）
開設区分 開設時間 利用者負担金

基本開設（月～金曜日） 放課後～18:00 5,400円
土曜日開設 9:00~17:00 1,500円

合計 6,900円

平成31年4月から
開設区分 開設時間 利用者負担金

基本開設（月～金曜日） 放課後～17:00 4,900円
延長開設（月～金曜日） 17:00~19:00 500円
土曜日開設 8:00~19:00 1,500円

合計 6,900円

開設時間の延長
平成31年3月まで（現行）

開設日 開始時間 終了時間
平日 放課後 18:00
土曜日 9:00 17:00
長期休業日など 8:30 18:00

平成31年4月から
開設日 開始時間 終了時間

平日 放課後 19:00
土曜日 8:00 19:00
長期休業日など 8:00 19:00


